
消費者をエンパワーするデジタル技術に関する消費者委員会意見 

令和６年 12 月９日 

消 費 者 委 員 会 

１ 消費者委員会は、令和６年 12 月、消費者をエンパワーするデジタル

技術に関する専門調査会から報告書の提出を受けた。本報告書では、

検討・実験中のものも含め、消費者をエンパワーするデジタル技術の

実例が紹介されている。 

２ (1)デジタル化及び高齢化の進展、(2)フィッシング、フェイク等に

よる消費者への働きかけや生成ＡＩを利用した高度なコンテンツの生

成等、事業者の消費者に対する圧倒的な技術的優位性、(3)カウントダ

ウンタイマー等消費者の認知過程への介入、(4)パーソナルデータの取

扱いに関する消費者の対応、(5)消費者被害の証拠をデジタル技術で把

握記録するという視点への対応のためには、消費者法制度による規律、

消費者教育・リテラシーによる対応に加え、デジタル技術を利活用し、

消費者をエンパワーしていくという観点は、重要である。

３ 他方で、本報告書では、消費者をエンパワーする技術の利活用に向

けては、いくつかの課題もあることが指摘されている。例えば、(1)デ

ジタル技術を開発提供する事業者の信頼性確保やその技術の品質の担

保、(2)デジタル技術が抱え得るリスクへの対応、(3)技術開発・実装

に向けたインセンティブの方策、(4)技術の利活用に係る法的責任の整

理、(5)パーソナルデータの取扱いに関連して、同意やオプトアウトへ

の対応等、(6)消費者によるデジタル技術の利活用に向けた支援等であ

る。当委員会としては、関係行政機関において、こうした点について、

検討を深めていくべきであると考える。 

４ 事業者は一般的に、消費者に対して圧倒的な技術的優位性を持って

いる。消費者の認知過程を保護し、選択の自由を阻害せず、自律的な

意思決定を支援するため、消費者をデジタル技術によりエンパワーす

ることが重要な時代になっている。そのため、消費者が事業者に対抗

する手段としてのデジタル技術を消費者が受け入れていけるような取

組を、今後行っていくことも必要である。当委員会としては、関係行

政機関の取組を注視しつつ、引き続き、必要に応じ、本テーマについ

て調査審議等を行っていく。 

以上 

資料２－２－３
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府 消 委 第 2 8 号 

令和７年２月 28 日 

内閣総理大臣 

石破 茂 殿 

  消費者委員会委員長   

鹿野 菜穂子 

答 申 書 

令和６年 12 月 25 日付消食表第 1165 号をもって諮問のあった、食品表示基準

（平成 27 年内閣府令第 10 号）の一部改正について、下記のとおり答申する。 

記 

食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）の一部改正について、諮問され

た改正案のとおりとすることが適当である。 

資料２－２－４
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府 消 委 第 44 号 

令和７年３月 27 日 

内閣総理大臣 石破 茂 殿 

消費者委員会委員長 鹿野 菜穂子 

答  申  書 

令和７年３月19日付け消取引第260号をもって当委員会に諮問のあった下記

事項については、特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号）の趣旨に鑑

み妥当であり、その旨答申する。 

記 

 特定商取引に関する法律第 26条第１項第８号ニに規定する適用除外の対象と

して政令で定められている役務の提供に関し、別紙の業務を規定するため、特定

商取引に関する法律施行令別表第２（第 11条、第 12条関係）の改正を行うこと

について 

以上 

資料２－２－５
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対象となる業務 

「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法

律」（令和５年法律第 61 号）第２条による改正後の株式会社商工組合中央金庫

法（以下「改正商工中金法」という。）に係る以下の業務 

○改正商工中金法第 60 条の 35 第１項第８号に規定する指定紛争解決機関が行

う同条第２項に規定する役務の提供

以上 

別紙
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○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
【
第
六
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
二
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

一
～
四
十
四

（
略
）

一

軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道

経
営
者
が
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
事
業
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

二

無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
免
許

を
受
け
た
無
尽
会
社
が
行
う
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及

び
同
法
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決

機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

三

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法

律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

金
融
機
関
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
項
に
規
定
す

る
事
業
若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
十
二
条

の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各

号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十

二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀

行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同

項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を

除
く
。
）
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

（別添）
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単
に
「
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う

同
法
第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法

第
九
十
二
条
の
五
の
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
信
用
事
業
電
子
決

済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
銀
行
法
第
二

条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
を
い
い
、
同
法
第

五
十
二
条
の
六
十
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
決
済
等
代
行

業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
及
び
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百

一
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者

と
み
な
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が

行
う
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役

務
の
提
供
及
び
同
法
第
九
十
二
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指

定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提

供
五

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第

三
十
六
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
が
行
う
同
条
第
三
十
五
項
に
規

定
す
る
信
用
格
付
業
に
係
る
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第

三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
が
行
う
同
項
各
号

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
特
定
権
利
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同

項
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に

掲
げ
る
も
の
並
び
に
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引

業
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法

第
六
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
届
出
者
が
行
う
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
係
る
特
定
権
利
の
販

売
又
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
六
十
三
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
海
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外
投
資
家
等
特
例
業
務
届
出
者
が
行
う
同
法
第
六
十
三
条
の
八
第
一
項

に
規
定
す
る
海
外
投
資
家
等
特
例
業
務
に
係
る
特
定
権
利
の
販
売
又
は

役
務
の
提
供
、
同
法
第
百
五
十
六
条
の
三
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
等
業

務
に
係
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
外
国
投
資
運
用
業
者
が
行
う
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
移
行
期
間
特

例
業
務
に
係
る
特
定
権
利
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供

六

公
認
会
計
士
が
行
う
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

号
）
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第

十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
が
行
う
同
法
第
二

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
三
十
四

条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
法
人
が
同
法
第
三
十
四
条
の
五

に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

七

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第

百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第
五

十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く

は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務

と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
単
に
「
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う

。
）
が
行
う
同
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法

第
百
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行

業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う
同
法
第
百
十
条
第
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二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
第
八
号

に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定

す
る
役
務
の
提
供

八

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が

行
う
同
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

九

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
代

理
業
者
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
六

条
の
四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十

二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供

（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行

う
も
の
を
除
く
。
）
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第

六
条
の
四
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
電
子
決
済
等
取
扱

業
者
が
行
う
同
法
第
六
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

、
同
法
第
六
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
電
子
決

済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
信
用
協
同
組
合
電
子

決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
六
条
の
五
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
六
条
の
四
の
四
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
信
用
協
同
組
合
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
信
用
協

同
組
合
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
行
う
同
法
第
六
条
の
五
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
六
条
の
五
の
九
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
信
用
協
同
組
合
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済

等
代
行
業
者
が
行
う
同
法
第
六
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務

の
提
供
及
び
同
法
第
六
条
の
五
の
十
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指

定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
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務
の
提
供

十

海
上
運
送
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
が
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
事
業
と
し
て
行
う
役
務
（
同
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
事
業
と
し
て
行
う
役
務
を
除
く
。
）
の
提
供
及
び
同
法
第
二
十
一

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
二
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
旅
客

不
定
期
航
路
事
業
者
が
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
と

し
て
行
う
役
務
の
提
供

十
一

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十

六
号
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
が
行
う
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務

の
提
供

十
二

司
法
書
士
が
行
う
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十

七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
二
十
六

条
に
規
定
す
る
司
法
書
士
法
人
が
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

十
三

土
地
家
屋
調
査
士
が
行
う
土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及

び
同
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
同
法
第
二

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

十
四

商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第

二
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
業
者
が
行
う
同
条
第
二

十
二
項
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
及
び
同
条
第
二
十

九
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
が
行
う
同
条
第
二
十
八
項

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

十
五

行
政
書
士
が
行
う
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）

第
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
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同
法
第
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
行
政
書
士
法
人
が
同
法
第
十
三
条
の

六
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

十
六

道
路
運
送
法
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
九
条
第
七

項
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
同
法
第
三
条

第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

十
七

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七

十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
が
行
う
自
動
車

の
点
検
又
は
整
備

十
八

税
理
士
が
行
う
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七

号
）
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
四
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
税
理
士

法
人
が
同
法
第
四
十
八
条
の
五
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の

提
供
又
は
同
法
第
四
十
八
条
の
六
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

十
九

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十

五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と

し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理

大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
信
用
金

庫
法
第
八
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
電
子
決
済

等
取
扱
業
者
が
行
う
同
法
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務

の
提
供
、
同
法
第
八
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
電
子

決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
信
用
金
庫
電
子
決

済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
八
十
五
条
の
四
第
二
項

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
八
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
信
用
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
信
用
金
庫
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電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
行
う
同
法
第
八
十
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定

す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
八
十
五
条
の
十
一
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

信
用
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業

者
が
行
う
同
法
第
八
十
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及

び
同
法
第
八
十
五
条
の
十
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解

決
機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

二
十

内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
内
航
海
運
業
者
が
行
う
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
役
務
の
提
供

二
十
一

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第

二
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
が
行
う
同
法
第
六
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
条
に
規
定
す
る
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供

又
は
同
法
第
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
に

規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
十

六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て

行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣

の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
長
期
信
用

銀
行
法
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機

関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

二
十
二

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
が
行
う
同
法
第
二
条
第
十

八
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
外
国
人
国
際
航
空
運
送
事
業
者
が
行
う
同
法
第
百
二
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
百
三
十
条
の
二
の
許
可
を
受
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け
た
者
が
行
う
同
条
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

二
十
三

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
八

十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
第

五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し

く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働

大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
労
働
金

庫
法
第
八
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
電
子
決
済
等
代

行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
労
働
金
庫
電
子
決
済
等
代
行

業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
八
十
九
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す

る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
八
十
九
条
の
十
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
労

働
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者

が
行
う
同
法
第
八
十
九
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び

同
法
第
八
十
九
条
の
十
三
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決

機
関
が
行
う
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

二
十
四

倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
倉
庫
業
者
が
行
う
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

役
務
の
提
供

二
十
五

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
十

五
条
に
規
定
す
る
国
民
年
金
基
金
が
行
う
同
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

二
十
六

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
三
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
が
行
う
同
法
第

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
三
十
五
条
の
三
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
が
行
う
同
法
第
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二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

二
十
七

社
会
保
険
労
務
士
が
行
う
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
二
十
五
条
の
六
に
規
定
す
る
社
会
保

険
労
務
士
法
人
が
同
法
第
二
十
五
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と

し
て
行
う
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る

役
務
の
提
供

二
十
八

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
十
一

号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
者
が
行
う

同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供

二
十
九

銀
行
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
が
行
う
同
法
第
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又

は
同
項
、
同
法
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し

て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定

す
る
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

又
は
同
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行

う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の

承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
同
法
第
二
条
第

十
八
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
行
う
同
条
第
二
十
六
項

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
行
う
同
条
第
二

十
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
指

定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及

び
同
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店
が
行
う
同
法

第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
販
売
若
し
く
は
役
務
の

提
供
又
は
同
項
、
同
法
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
業

務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
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三
十

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
貸
金
業
者
が
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

及
び
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第

二
十
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

三
十
一

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二

条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
行
う
同
条
第
四
号
に
規
定

す
る
役
務
の
提
供

三
十
二

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
者
が
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

業
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
索
道
事
業
者
が
行
う
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
役
務
の

提
供

三
十
三

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
行
う
同
法
第

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
行
う
同
法
第
二
条
第
八

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

三
十
四

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
行
う
同
法

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
三
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
が
行
う
同
法
第
二
条
第
四

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

三
十
五

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
顧
問
業
者
が

行
う
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

三
十
六

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

509
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二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
が
行
う
同
条
第
四

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
小
規
模
不

動
産
特
定
共
同
事
業
者
が
行
う
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

三
十
七

保
険
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
が
行
う
同
法

第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第

二
項
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
会
社
に
あ
つ
て
は

、
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条

第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
）
に
規
定
す
る
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供

又
は
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
若
し
く
は
第
百
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役

務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
外
国
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う

同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、

第
九
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
条
第

八
項
に
規
定
す
る
外
国
生
命
保
険
会
社
等
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
百
九

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条

第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
）
に
規
定
す
る
販

売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

若
し
く
は
第
百
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務

の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
が

同
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業

又
は
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条

第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
保
険
仲
立
人
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
役
務

の
提
供
、
同
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う

同
条
第
四
十
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
百
四
十
条
第
一

510
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項
の
規
定
に
よ
り
外
国
保
険
会
社
等
と
み
な
さ
れ
る
同
法
第
二
百
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
受
社
員
（
同
法
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
免
許
特
定
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
免
許
特
定

法
人
」
と
い
う
。
）
の
社
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
行
う
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二

項
（
同
法
第
二
百
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
生
命
保
険
業
免
許

を
受
け
た
免
許
特
定
法
人
の
引
受
社
員
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
百
九
十

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第

一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
）
に
規
定
す
る
販
売

若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若

し
く
は
第
百
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の

提
供
及
び
同
法
第
二
百
七
十
六
条
に
規
定
す
る
特
定
保
険
募
集
人
（
同

法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
会
社
の
役
員
若
し
く
は
使

用
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
使
用
人
、
同
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
会
社

の
委
託
を
受
け
た
者
の
役
員
又
は
使
用
人
、
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定

す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
役
員
又
は
使
用
人
及
び
同
項
に
規
定
す
る

少
額
短
期
保
険
業
者
の
委
託
を
受
け
た
者
の
役
員
又
は
使
用
人
で
あ
る

者
を
除
く
。
）
が
行
う
同
法
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
役
務
の

提
供

三
十
八

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
特
定
権
利
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
百
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
譲
渡
人
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及

び
同
法
第
二
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
原
委
託
者
が
行
う
同
法
第
二
百
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八
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
権
利
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供

三
十
九

弁
理
士
が
行
う
弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
理
士

法
人
が
行
う
同
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提

供
又
は
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

律
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
が
行
う
同

条
第
八
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
務
に
係
る
役
務
の
提
供

及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
十

二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
一

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
転

代
行
業
者
が
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
二

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十

五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
が
行
う
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀

行
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販

売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受

け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十

五
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行

業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代

行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
九
十
五
条
の
五
の
九
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
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済
等
代
行
業
者
が
行
う
同
法
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す

る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
三

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
認
証
紛
争

解
決
事
業
者
が
行
う
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
四

信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
が
行
う
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規

定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

に
規
定
す
る
事
業
若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
販
売
若
し
く
は

役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
信
託
会
社
が
行

う
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法

第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
若
し
く
は
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の

販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
信
託

契
約
代
理
店
が
行
う
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
条

第
十
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
十
四
項
に
規

定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
五

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
行
う
株
式
会
社
商
工
組
合
中

四
十
五

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
行
う
株
式
会
社
商
工
組
合
中

央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
、

央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
、

第
三
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
に
規
定
す

第
三
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
に
規
定
す

る
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
四
項
若
し
く

る
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
四
項
若
し
く

は
第
七
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供

は
第
七
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供

、
同
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
商
工
組
合
中
央
金
庫
電
子

、
同
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
商
工
組
合
中
央
金
庫
電
子

決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
商
工
組
合
中
央
金

決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
商
工
組
合
中
央
金

庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定

庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
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す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
六
十
条
の
三
十
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
六
十
条
の
三
十
二
第
五
項
の
規
定
に
よ

商
工
組
合
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済

り
商
工
組
合
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決

等
代
行
業
者
が
行
う
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の

済
等
代
行
業
者
が
行
う
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
役
務

提
供
及
び
同
法
第
六
十
条
の
三
十
五
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定

の
提
供

紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

四
十
六
～
四
十
九

（
略
）

四
十
六

電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
電
子
債
権
記
録
機
関
が
同
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す

る
事
業
又
は
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

四
十
七

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
行
う
同
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
（
当
該
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が

発
行
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
販
売
又
は
同
項
に
規
定
す
る
前
払
式
支

払
手
段
（
当
該
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
発
行
す
る
も
の
に
限
る
。

）
の
発
行
に
係
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資

金
移
動
業
者
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
と
し
て
行
う
商
品
の
販

売
又
は
役
務
の
提
供
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等

取
引
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業

者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同

条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
行
う
同
条
第
十
五
項

に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
指
定
紛
争

解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
条

第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
特
定
信
託
会
社
（
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
に
限
る
。
）
が
同
法
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
事
業
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
六
十
二

条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
と
み
な
さ

れ
る
発
行
者
が
行
う
同
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

514
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四
十
八

消
費
者
の
財
産
的
被
害
等
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の

裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
六
号

）
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
特
定
適
格
消
費
者
団
体
が
同
法
第
七
十

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

四
十
九

住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二

条
第
十
項
に
規
定
す
る
住
宅
宿
泊
仲
介
業
者
が
行
う
同
条
第
八
項
に
規

定
す
る
役
務
の
提
供

515



府消委第 9 5 号 

令和７年６月11日 

農林水産大臣 小泉 進次郎 殿 

消費者委員会委員長  鹿野 菜穂子 

答  申  書 

令和7年6月10日付け7農産第1221号をもって当委員会に諮問のあった下記事

項については、国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121号）の趣旨に鑑み

妥当であり、その旨答申する。 

記 

国民生活安定緊急措置法第 26条第１項、第 31条及び第 37条の規定に基づき、

国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を制定することについて

以上 

資料２－２－６
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